
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
六
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
る
場
合
は
、
部
分
休
業
の
承
認
及
び
取
消
の
請
求
は
、

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
８
号

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


